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平成 28 年９月７日 

各    位 

会 社 名   

コード番号 ９０５８（東証・名証第 1 部） 

代 表 者 代表取締役 社長執行役員 恒川 穣 

問合せ先 執行役員 管理グループ担当 岩尾 徹 

Ｔ Ｅ Ｌ ０５２－９３９－２０１１ 

 

株式給付信託（ＢＢＴ）導入（詳細決定）に伴う 

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

  

 当社は、平成 28年５月 23日付で公表した「株式給付信託（BBT＝Board Benefit Trust）」（以下、「本

制度」といいます。）の導入に伴い、本日付取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己

株式の処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知

らせいたします。 
 

記 
 

１．処分要領 

（１） 処 分 期 日 平成 28 年９月 26 日(月) 

（２） 処 分 株 式 数 普通株式 10,800 株 

（３） 処 分 価 額 １株につき金 6,310 円 

（４） 資 金 調 達 の 額 68,148,000 円 

（５） 処 分 方 法 第三者割当の方法によります。 

（６） 処 分 先 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）  

（７） そ の 他 金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

   

２．処分の目的及び理由 

当社は、平成 28年５月 23 日付で本制度の導入を公表し、その後、平成 28年６月 16日開催の第 59

回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。（本制度の概要につきましては、平成 28

年５月 23日付「株式給付信託（ＢＢＴ）導入に関するお知らせ」をご参照下さい。） 

本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービ

ス信託銀行株式会社（本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定さ

れる信託（以下、「本信託」といいます。）の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける

再信託受託者）に設定される信託Ｅ口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

処分価額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

68,148,000 円 － 68,148,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転

資金として充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管

理を行います。 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

本自己株式処分により調達する資金は、当社の業務運営に資するものであり、合理性があるものと

考えております。 

 

５．処分条件等の合理性 

（１）処分価額の算定根拠及びその具体的内容 

処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日（平成 28 年９月６

日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である 6,310 円といたしました。こ

れは、取締役会決議日直前のマーケットプライスであり、合理的であると判断しております。 

なお処分価額 6,310 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近１か月の終値平

均 6,291 円（円未満切捨）に対して 100.30％を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日か

ら遡る直近３か月間の終値平均 6,510 円（円未満切捨）に対して 96.93％を乗じた額であり、あ

るいは同直近６か月間の終値平均 6,402 円（円未満切捨）に対して 98.56％を乗じた額となって

おります。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、

合理的なものと判断しております。 

なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨

の意見を表明しております。 

 

（２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役等に交付すると見

込まれる株式数に相当するものであり、平成 28 年３月 31 日現在の発行済株式総数 10,324,150

株に対し 0.10％（小数点第３位を四捨五入、平成 28 年３月 31 日現在の総議決権数 97,293 個に

対する割合 0.11％）となりますが、本制度による株式給付は取締役等の退任等に伴うもので緩や

かに行われるため、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられませ

ん。 

また、当社としては、本自己株式処分は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、

当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。 

以上のことにより、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判

断しております。 

 

６．処分先の選定理由等 

（１）処分先の概要 

①名称  資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

②信託契約 （株式給付信託契約）の内容 

信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

信託の目的 役員株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること 

委 託 者    当社 

受 託 者    みずほ信託銀行株式会社 

みずほ信託銀行株式会社は、資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契

約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。 

受 益 者    取締役等を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 

信託管理人 当社と利害関係のない第三者を選定 

信託契約日  平成 28 年９月 26日（予定） 

信託設定日 平成 28 年９月 26日（予定） 

信託の期間  平成 28 年９月 26日（予定）から信託が終了するまで 

③上場会社と処分先の関係等 

当社と処分先との間に資本関係、人的関係はありませんが、信託銀行取引があります。また、

処分先は当社の関連当事者ではありません。 
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(1) 名 称 資産管理サービス信託銀行株式会社 

(2) 所 在 地 
東京都中央区晴海一丁目８番 12 号 

晴海トリトンスクエア タワーＺ 
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 森脇 朗 

(4) 事 業 内 容 
マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、 

確定拠出年金の資産管理業務 
(5) 資 本 金 50,000 百万円 
(6) 設 立 年 月 日 平成 13 年１月 22 日 
(7) 発 行 済 株 式 数 1,000,000 株 
(8) 決 算 期 3 月 31 日 
(9) 従 業 員 数 631 人（平成 28 年 3 月 31 日現在） 
(10) 主 要 取 引 先 事業法人、金融法人 
(11) 主 要 取 引 銀 行 － 

(12) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 

株式会社みずほフィナンシャルグループ  54％ 

第一生命保険株式会社 23％ 

朝日生命保険相互会社 10％ 

 

(13) 当 事 会 社 間 の 関 係  
 資 本 関 係 該当事項はありません。 
 人 的 関 係 該当事項はありません。 
 

取 引 関 係 
みずほ信託銀行株式会社の再信託受託先として株式給付信託

（J-ESOP）取引があります。 
 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

(14) 最近３年間の経営成績及び財政状態       (単位：百万円。特記しているものを除く。) 

決 算 期 平成 26 年 3 月期 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 

純 資 産 58,535 59,419 60,385 

総 資 産 735,648 1,993,528 5,473,232 

１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 58,535 59,419 60,385 

経 常 収 益 22,651 23,785 24,500 

経 常 利 益 1,911 1,792 1,721 

当 期 純 利 益 1,169 1,129 1,129 

１株当たり当期純利益(円) 1,169.04 1,129.20 1,129.27 

１ 株 当 た り 配当額(円) 240.00 230.00 230.00 

※ なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社で

あり、同社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報（企業行動規範等）に基づく調査

により、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係がな

いことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 

 

（２）処分先を選定した理由 

本信託の導入に伴い、上記信託契約に基づき、再信託受託者である資産管理サービス信託銀行

株式会社に設定されている信託Ｅ口に処分を行うものであります。 

 

（３）処分先の保有方針 

処分先である資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）は、上記信託契約に基づき、信

託期間内において役員株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付するため

に保有するものであります。 

当社は処分先である資産管理サービス信託銀行（信託Ｅ口）との間におきまして、払込期日（平

成 28年９月 26日）より２年間において、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直

ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方

法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する

こと、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、確約書締結の内諾を得ております。 
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（４）処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

処分先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から本制度に拠出される当

初信託金が処分期日において信託財産内に存在する予定である旨、株式給付信託契約書案により

確認を行っております。 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

処 分 前（平成 28 年３月 31日現在） 処 分 後 

ラネット株式会社 26.09％ ラネット株式会社 26.09％ 
ビービーエイチ フォー フィデリ
ティ ロー プライスド ストック
ファンド（プリンシパル オールセ
クター サブポートフォリオ）（常
任代理人）株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行 

9.00％ ビービーエイチ フォー フィデ
リティ ロー プライスド ストッ
クファンド（プリンシパル オー
ルセクター サブポートフォリ
オ）（常任代理人）株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行 

9.00％ 

ビービーエイチ マシューズ ジャ
パン ファンド（常任代理人）株式
会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

5.39％ ビービーエイチ マシューズ ジ
ャパン ファンド（常任代理人）
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

5.39％ 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

4.26％ 日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

4.26％ 

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー505224
（常任代理人）株式会社みずほ銀
行 

2.99％ ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー
505224（常任代理人）株式会社み
ずほ銀行 

2.99％ 

クレディ・スイス・セキュリティ
ーズ （ユーエスエー） エルエル
シー エスピーシーエル． フォー 
イーエックスシーエル． ビーイー
エヌ（常任代理人）クレディ・ス
イス証券株式会社 

2.29％ クレディ・スイス・セキュリティ
ーズ （ユーエスエー） エルエル
シー エスピーシーエル． フォー
イーエックスシーエル． ビーイ
ーエヌ（常任代理人）クレディ・
スイス証券株式会社 

2.29％ 

日本マスタートラストサービス信

託銀行株式会社（信託口） 

2.01％ 日本マスタートラストサービス

信託銀行株式会社（信託口） 

2.01％ 

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) 
REHCR00（常任代理人）香港上海銀
行 

1.97％ NORTHERN TRUST CO. (AVFC) 
REHCR00（常任代理人）香港上海
銀行 

1.97％ 

ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニー レギュラーアカウン
ト（常任代理人）ゴールドマン・
サックス証券株式会社 

1.74％ ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニー レギュラーアカ
ウント（常任代理人）ゴールドマ
ン・サックス証券株式会社 

1.74％ 

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY（常任
代理人）シティバンク銀行株式会
社 

1.34％ CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY（常
任代理人）シティバンク銀行株式
会社 

1.34％ 

（注）１．処分前（平成 28 年３月 31 日現在）に、当社は自己株式 592 千株（5.73％）を保有してお

りますが、上記の大株主から除いております。 

２．処分後の大株主及び持株比率については、平成 28年３月 31日現在の株主名簿を基準とし

たものであります。 

３．持分比率は、小数第三位以下を切り捨てて表示しております。 

 

８．今後の見通し 

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。 

 

９．企業行動規範上の手続き 

本自己株式処分は、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない

ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの

意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 
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10．最近３年間の業績及びエクイティ･ファイナンスの状況 

（１） 最近３年間の業績（連結） (単位：百万円) 

 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 平成 28 年３月期 

売上高 99,515 114,696 126,244 

営業利益 4,999 5,553 6,017 

経常利益 4,844 5,470 5,983 

当期純利益 2,792 2,925 3,639 

１株当たり当期純利益（円） 287.74 301.51 374.96 

１株当たり配当金（円） 64.00 66.00 74.00 

１株当たり純資産（円） 1,972.81 2,224.94 2,524.56 

 

（２） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 28年３月 31日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 10,324,150 株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に
おける潜在株式数 

27,600 株 0.27％ 

下限値の転換価額（行使価額）に
おける潜在株式数 

0 株 0.00％ 

上限値の転換価額（行使価額）に
おける潜在株式数 

0 株 0.00％ 

 

（３） 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 平成 28 年３月期 

始 値 2,612 円 4,000 円 5,360 円 

高 値 4,145 円 5,610 円 7,880 円 

安 値 2,296 円 3,405 円 5,210 円 

終 値 4,005 円 5,260 円 6,590 円 

 

② 最近６ヵ月間の状況 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始 値 6,160 円 6,590 円 6,420 円 6,370 円 6,690 円 6,630 円 

高 値 6,770 円 6,600 円 6,700 円 6,940 円 7,150 円 6,670 円 

安 値 5,910 円 5,860 円 6,120 円 6,030 円 6,410 円 6,200 円 

終 値 6,590 円 6,500 円 6,440 円 6,760 円 6,630 円 6,230 円 

 

③ 処分決議日直前取引日における株価 

 平成 28 年９月６日現在 

始 値 6,350 円 

高 値 6,450 円 

安 値 6,300 円 

終 値 6,310 円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

・第三者割当による自己株式の処分（株式給付信託への追加拠出に伴うもの） 

（１） 払 込 期 日 平成 28 年３月 18 日 

（２） 調 達 資 金 の 額 35,511,000 円（差引手取概算額） 

（３） 発 行 価 額 1 株につき金 6,230 円 

（４） 
募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
10,324,150 株 
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（５） 
当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
普通株式 5,700 株 

（６） 
募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
10,324,150 株 

（７） 割 当 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

（８） 
発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
諸費用支払い等の運転資金 

（９） 
発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 28 年３月 18 日以降 

（１０） 
現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全て充当 

 

・第三者割当による自己株式の処分（株式給付信託への追加拠出に伴うもの） 

（１） 払 込 期 日 平成 27 年３月 12 日 

（２） 調 達 資 金 の 額 23,220,000 円（差引手取概算額） 

（３） 発 行 価 額 1 株につき金 5,160 円 

（４） 
募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
10,324,150 株 

（５） 
当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
普通株式 4,500 株 

（６） 
募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
10,324,150 株 

（７） 割 当 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

（８） 
発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
諸費用支払い等の運転資金 

（９） 
発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 27 年３月 12 日以降 

（１０） 
現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全て充当 

 

・第三者割当による自己株式の処分（株式給付信託への追加拠出に伴うもの） 

（１） 払 込 期 日 平成 25 年５月 13 日 

（２） 調 達 資 金 の 額 40,920,000 円（差引手取概算額） 

（３） 発 行 価 額 1 株につき金 2,728 円 

（４） 
募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
10,324,150 株 

（５） 
当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
普通株式 15,000 株 

（６） 
募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
10,324,150 株 

（７） 割 当 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

（８） 
発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
諸費用支払い等の運転資金 

（９） 
発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 25 年５月 13 日以降 

（１０） 
現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全て充当 
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11．処分要項 

（１） 処 分 株 式 数 普通株式 10,800 株 

（２） 処 分 価 額 １株につき金 6,310 円 

（３） 資 金 調 達 の 額 68,148,000 円 

（４） 処 分 方 法 第三者割当の方法によります。 

（５） 処 分 先 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

（６） 申 込 期 日 平成 28 年９月 26 日(月) 

（７） 払 込 期 日 平成 28 年９月 26 日(月) 

（８） 処分後の自己株式数 581,819 株 

※処分後の自己株式数は、平成 28年３月 31日現在の自己株式数を基準として記載しております。 

 

 

以 上 

 


